
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 

～当面５年間（2019（R1）～2023（R5））の考え方～ 

   

                           大 樹 町 

  

 大樹町の森林面積は 58,412haで、総面積の７１％を占めており、そのうち町

有林は 3,641ha、町有林を除く一般民有林（私有林）は 7,389ha、併せて 11,030ha

あります。 

 この私有林は、これまで林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発

揮に向けて、大樹町森林組合（以下「森林組合」という。）が所有者から委託を

受けて、国や道の森林整備事業予算や町の単独予算などにより森林の整備を進

めてきましたが、森林所有者の経営意欲の低下や、担い手不足等から特に整備

が行き届かない私有林の増加が懸念されております。このため、本町では、国

から譲与される森林環境譲与税を有効に活用して、次の方針に基づき、適切な

森林の整備やその促進に繋がる取組みを計画的かつ効果的に進めます。 

 

１ 森林整備の取組み 

 本町の私有林等では、約８割（全国：３割）の 8,813ha について、森林組合

が所有者から委託を受けて森林経営計画を作成し、計画的な森林整備が進めら

れています。 

（※8,813haの内訳：人工林 4,206ha、天然林 4,607ha） 

 このため、整備が行き届いていない森林のうち、特に整備が必要とされる私

有林の所有者に対しては、意欲と能力のある林業経営者に森林の経営管理を委

ねるよう働きかけるため、意向調査を実施します。意向調査の結果、管理を委

ねる意向がある場合は、所有者を森林組合へ仲介して森林経営計画を作成し、

それに基づいた管理が行われます。 

 森林経営計画を作成している森林については、森林環境譲与税を活用して森

林の整備を一層推進し、森林の有する土砂災害防止機能や水源涵養機能が充分

に発揮され、地域住民の安全な暮らしを守ることを目的とした整備を進めます。 

 

２ 人材育成・担い手確保 

 町内で森林整備事業等を実施し、北海道林業事業体登録制度に登録している

事業者は２社ありますが、就業者の高齢化が進むとともに、新規就業者の確保

が難しい状況にあるため、地域の関係団体や関係者と連携を図りながら、新規

就業者の確保や通年雇用の促進、就業環境の改善など、林業就業者の安定確保

に向けた取組みを進めます。 

 



３ 木材利用の促進 

 町内及び道内産人工林材（地域材）の付加価値向上を図るため、公共施設や

民間施設の木造化・木質化を進めるとともに、林地未利用材の効率的な集荷・

搬出を進め、木質バイオマスの利用を促進します。 

 

４ 普及啓発 

 土砂災害の防止など森林の果たす役割や森林整備の必要性などについて、町

内の住民はもとより都市住民の理解を促進するため、町有林を活用した森林環

境教育や植樹活動のほか、木を通した交流機会の創出や木育活動などに取り組

みます。 


